
北海道 国家戦略特別区域 区域計画 

 

１ 国家戦略特別区域の名称 

  「北海道 国家戦略特別区域」 

 

２ 法第２条第２項に規定する特定事業の名称及び内容 

 （１）名称：国家戦略特別区域銀行脱炭素関連事業促進出資事業  

    内容：銀行法施行規則の特例  

      （国家戦略特別区域法第26条に規定する政令等規制事業） 

       以下に掲げる銀行が、北海道国家戦略特別区域におけるＧＸの推進を目的に、

北海道内に本店を構え、北海道又はその周辺においてＧＸ関連事業を実施す

る企業に対し、認可を受けることなく出資（５％超 50％以下の議決権保有。

出資後に届出提出）を行う。 

 

①  株式会社北洋銀行【令和７年より実施】 

 

② 株式会社北海道銀行【令和７年より実施】 

 

（２）名称：国家戦略特別区域会社設立登記手続の英語対応事業 

内容：会社の設立登記申請等に係る英語での手続の支援に関する特例 

（国家戦略特別区域法第 26条に規定する政令等規制事業） 

海外企業の国内進出を促進するため、会社設立に必要な商業登記・定款認証 

に係る申請手続が英語で完結するよう、以下に掲げる地域において、英語に

よる入力・選択のみで申請書及びこれに添付する定款等の作成を可能とする

法務省のツールを活用して申請手続を自治体が支援する。 

 

① 札幌市全域【令和６年度を目途に実施】 

 

 （３）名称：国家戦略特別区域外国人エンジニア就労促進事業 

内容：外国人エンジニアの就労促進に係る在留資格認定証明書交付に関する特例 

  （国家戦略特別区域法第 26条に規定する政令等規制事業） 

スタートアップをはじめイノベーティブな国内企業の成長を担う海外の優

秀なＩＴエンジニア及び半導体関連産業エンジニア並びにその通訳者（以下

「外国人エンジニア」という。）を確保し、我が国における産業の国際競争

力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るため、以下に掲げる地域

において、外国人エンジニアの「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認

定証明書交付申請の審査を迅速化するとともに、その期間を明確化して、外

国人エンジニアの就労を促進する。 



 

① 札幌市全域【令和７年度を目途に実施予定】 

 

 （４）名称：国家戦略特別区域外国人美容師育成事業 

内容：外国人美容師の就労に係る在留資格に関する特例  

（国家戦略特別区域法第 26 条に規定する政令等規制事業） 

国家戦略特別区域外国人美容師育成事業における育成機関の要件を満たす

企業等が、日本の美容製品の輸出による産業競争力の強化やブランド向上を

含むクールジャパンの推進を図るとともに、インバウンドの需要に対応する

ため、以下に掲げる地域において、日本の美容師免許を有する外国人材を育

成する事業を実施する。 

 

① 旭川市全域【令和８年度を目途に実施】 

 

② 滝川市全域【令和８年度を目途に実施】 

 

３ 区域計画の実施が国家戦略特別区域に及ぼす経済的社会的効果 

区域計画の実施により、ＧＸ産業のサプライチェーンの構築やスタートアップの創出、

外国企業の進出を支援することにより、国内外から産業・人・投資を集めるためのビジネ

ス・生活環境の整備が図られ、北海道における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済

活動拠点の形成に相当程度寄与する。 

 

４ その他国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠

点の形成のために必要な事項  

 （１）事項：雇用条件の明確化のための「雇用労働相談センター」の設置 

    内容：雇用条件の明確化等を通じ、新規開業直後の企業やグローバル企業等の設立

等を促進するため、北海道内において、雇用ルールの周知徹底と紛争の未然

防止を図るための「雇用指針」等を活用し、弁護士等による高度な個別相談

対応等を行う「雇用労働相談センター」（以下「センター」という。）を、国

家戦略特別区域会議の下に設置する。【令和７年７月に設置】 

ⅰ）設置主体：国（競争入札により事業実施者を選定） 

ⅱ）設置場所：北海道経済センタービル 

ⅲ）実施体制：センター長、代表弁護士、代表相談員等を配置する。 

ⅳ）事業内容：センターが実施する主な事業は、以下のとおり。 

・弁護士による高度な専門性を有する個別相談対応 

・弁護士又は雇用労働相談員（社会保険労務士に限る。）による個別訪 

問指導等 

・相談員による電話相談、窓口相談等の対応 



・セミナーの開催 等 

 


